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金属鉱山研究会あらため鉱山研究会 

ニューズレター No.７６ 
２００９年５月６日 

                                     

                                                                               

１ ０９年度総会の報告             事務局 

 

２ 第２３回鉱山の映像を観る会のご案内     橋本康夫 

 

３ 定例研究会のお知らせ 
 

４ 情報と文献紹介          
『思い出のイトムカ』の書評と日本水銀鉱業の終焉    金丸鉄也 

 
金属鉱山研究会あらため鉱山研究会 連絡先 

会長 村串仁三郎 
〒270-0127 流山市富士見台２－５－１６－１３－４０１ 

  電話・ファックス ０４７１－５２－８９５２ 
  メール・アドレス  
 

事務所  国学院大学、若木タワー第９１３号、菅井益郎研究室  
〒150－0011 渋谷区東４－１０－２８  

 
 
 
 
 
 

 



 2 

２００９年度鉱山研究会総会の報告 
 

日時 年４月１８日 ２時―５時 

場所 法政大学８０年館７階丸会議室 

出席者 橋本、斉藤（和）、久保、川俣、金丸、遠田、山本（恭）、竹村、

村田（淳）、村田（弘）、村串 

研究報告 

１ 金丸鉄也「日本亜鉛製錬史」 

２ 川俣修司「過疎化が進む秋田県阿仁町の観光開発―スキー場開発２０

年目の現状」 

  それぞれ４５分くらいの報告のあと、１５分くらいの質疑応答があり

ました。報告の内容は省きますが、次回の会報で報告されることが期待

されます。 

 

総会議事 

 竹村会員が議長に選ばれ総会が開催された。 

１ ０８年度の活動報告 

村串会長から、会誌８６号の発行、ニュ―ズレター４回の発行、研究

会３回、ホームページ開設の準備がおこなわれたこと、さらに橋本主催

映像の会５回。村田主催伊豆鉱山跡巡検、村田主催生野鉱山跡合宿、丸

山主催鉱山外国語文献読書会開催（毎月）がおこなわれたことが報告さ

れた。 

２ ０９年度の活動方針 

  ０９年度の活動方針については、村串会長から昨年度なみの活動をお

こないたいとの報告があった。 

３ 会計報告 

  久保会計係りから、別紙のような０８年度決算報告、０９年度の予算

案の会計報告がおこなわれた。 

 以上、４報告が承認された。 

４ 役員改選 

  会長から昨年度の体制でやらせてもらいたいとの提案があり、会長村

串、運営委員川俣、会計久保、会計監査興野の各氏が承認された。 

５ ホームページ運営について 

 会長から、昨年度から準備された鉱山研究会のホームページが開設さ
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れたと報告され、運営は、ホームページ運営委員会規定に従っておこな

われると報告され、規定案が提案され、承認された。（規定はニューズレ

ター７５号掲載） 

  ホームページ運営委員会委員長に選出された川俣委員長から、今後の

運営について、次のような発言があった。 

  １．掲示は、担当者が自己責任で書き込む。 

  ２．公序良俗に反しない、下品なものは掲載しない。 

  ３．文献紹介は、既に５年間更新されていないので、村田さんが継続

する意志がなければ閉鎖したいと提案があったが、会員の投稿を期

待して継続が確認された。 

  ４．従来の持元さんに間借りしていたホームページは閉鎖した。 

    また山本委員から、会員のホームページへの書き込みについいい

ては、希望者にパスワードを出すので、希望者は委員長に申し出て

ほしいとの発言があった。 

６ 規約改正について 

  ９０年度に改正された本会の規約があるが、改めて改正が会長から提

案された。 

  会の名称の変更（金属鉱山研究会を鉱山研究会に）、会費の変更（７０

００円から３０００円に）が承認された。（別紙参照） 

７ 会員名簿の作成について 

  会長から暫く作成されていない会員名簿を、作成したいとの提案があ

り、承認された。ただし個人情報のあり方が問題になっている昨今であ

るので、住所、電話、メールアドレス、研究関心などの細目の情報につ

いて公表したくない人は、ブランクで OＫとするようにとの注意があっ

た。 

  次回のニューレターに返信用のハガキを入れるので返送されたい、と

のこと。 

８ その他 

  会長から、従来、会誌への投稿に紙数制限がなかったが、会の現状か

らみて、１人１０頁以内という制限を加え、超過する場合は相応の負担

をお願いするようにしたいと提案があり、承認された。雑誌の合評会開

催が提案され了承された。 

  村田淳会員から、今年１０月をめどに台湾の鉱山見学を行うと提案が

あった。訪問先は、九份、金爪石で３泊４日の予定で費用は６万円強、
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なお、訪問先のバリエーションについては説明がなかったが変更が可能

かもしれない。 

  次回例会は、７月４日で、報告は遠田会員の「選鉱について」と会報

８６号の合評会の予定。 

 
別記 1 会計報告 
０８年度の決算報告 
                会計 久保敦子 
収入  

繰越金            ５１５、６３７ 
０７年滞納分（８人）      ４５、０００ 
雑収入             １２、７５５ 
会誌売上げ           ２３、５００ 
現金              １９、５９５ 

    収入総計           ６１６、４７７ 
支出 
   印刷費            ３９３、９３０ 
   郵送費             ５３、０３３ 
   事務費              ９、７４１ 
   補助費（交通費、会場費）    ５５、０００ 
   繰越金 

   現金           １９、５９５ 
       口座           ５７、７５５ 
       雑収入（売上等）     ２７、４２３ 
    支出総計           ６１６、４７７ 

 
  以上ご報告申しあげます。 
               

平成２１年４月１５日に監査を行った結果、決算は，通帳、帳簿、

領収証等正しいことが確認されました。 
会計監査 興野善宣 印 
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０９年度の会計予算案 
収入                
 会費（６９人×３、０００）      ２０７、０００ 
 ０８年繰越金             １０４、７７３ 
 会誌売上げ               ３０、０００ 
 雑収入                 ３０、０００ 
 収入総計               ３７１、７７３ 
支出 
 会誌発行               ２５０、０００ 
 郵送費                 ５０、０００ 
 事務費                 ２０、０００ 
 予備費                 ５１、７７３ 

支出総計               ３７１、７７３ 
 

別記２ 
 鉱山研究会会則             ０９年４月２２日改正 
 
１．〔名称〕 

本会は鉱山研究会と称す。 
２．〔目的および事業〕 
（１）本会は金属鉱山と鉱山に関する事柄に関心を抱く会員によって構成

し、会員の研究活動と会員相互の交流に貢献することを目的とする。 
（２）本会の目的を達成するために以下の事業を行う。 

a. 研究会（年４回程度）。合宿研究会、研究大会の開催 
b. 会報そのほかの刊行物の発行 
c. そのほか本会の目的を達成するために必要な事業 

３．〔総会〕 
本会は年１回の総会を開催し、以下のことを行う。 

（１） 会長、運営委員、会計、会計監査などの役員の選出 
（２） 年度の基本方針及び長期計画 
（３） 予算と決算の報告および承認 
（４） そのほか必要と認められる事項 
４．〔運営委員会〕 

本会の運営は総会の決定に基づき、おもに役員（会計監査を除き）によ
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って構成する運営委員会によって行う。 

５．〔会費〕 

会費は正会員を年３０００円とする。 

６．〔事務所〕 

本会の事務所は運営委員会の定める所に置く。 

 

 

２ 定例研究会のお知らせ 

 

日時 ７月４日 ２時―５時 

場所 未定（追って通知します。） 

報告 遠田義則｢選鉱について｣ 

会誌８６号の合評会 

ギター演奏者 遠田義則、曲目 遠田義則作曲「足尾の四季」 

奮ってご参加ください。 

 

 

３ 第２３回鉱山の映像を観る会のご案内  橋本康夫 
 

 第 23 回は上映希望の多かった「羽幌炭礦」の特集として羽幌炭礦を中心にした作品 

を上映したいと思います。また今回は閉山反対闘争時の座り込み運動の最中に撮影し 

たスナップ写真を初公開します。また羽幌に詳しい金丸哲也氏の「羽幌や雄別は第４ 

次石炭政策悪乗り閉山」と竹村恒彦氏の「羽幌の石炭の販売体制」(予定)と題したお 

話しもあります。 

関心ある方達のご参加をお待ちしています。 

 ※会員外の参加希望の方は下記のメールからお申し込み下さい(参加無料です)。 

 現在 7 名分の座席が確保できます。5 月 15 日まで受け付けますが、満員になりまし 

たら、その時点で受付は終了です。ご了承願います。 

■日・時 2009 年 5 月 16 日(土)・13 時 00 分(開場)・13 時 20 分(上映開始)から 17

時 00 分まで 

 参加無料・案内看板は「鉱山研究会」と表示しています。なお、上映終了後に研究

会の事務局会議を行います。 

■会場：渋谷勤労福祉会館・2F・第 4 洋室・ 

渋谷区神南 1-19-8・渋谷駅下車徒歩 7 分・公園通り・パルコ前・ 
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電話 03-3462-2511 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kinro.html 

         (リンクしていませんのでコピーして下さい) 

■上映項目 

 ●「炭鉱遺跡 羽幌炭砿」・ 製作・著者 ＰＨＯＴＯ ＳＴＵＤＩＯ ＴＡＸＩ・ 

企画部 Ｔ-ＫＵＤＯ 販売元 沿岸バス・上映時間約 40 分・ 製作 2007 年 

  羽幌 3 山（築別坑、羽幌本坑、上羽幌坑）札幌本社、山元鉄道、留萌港積出し、

途上で建設を中止した旧国鉄名羽線などの映像で構成されている。 

当時の山元の映像、鉄道、留萌港積出しの映像は大変少なく貴重であると思われ

る。無声音で音楽のみ。 

 ●「黒いダイヤが築いた街～羽幌炭砿 激動の 30 年～」・製作／著作 羽幌カラ－ 

現像所・ 上映時間約 60 分・ 製作年 2003 年（ビデオ）、2007 年（ＤＶＤ） 

  羽幌炭鉱の盛衰を四季に例えて分け、春＝創業期、夏＝黄金期、秋＝斜陽期、冬

＝終焉に分けて当時の映像と跡地の春夏秋冬を収録している。 

また炭鉱、鉄道の他にも全国的に羽幌炭鉱の名前を高めた、スキ－ジャンプ、柔

道、野球などスポ－ツ活動や文化活動についても紹介している。1970 年 11 月雪中

での労働組合解散式が印象深い。映像以外にも関係者のインタビュ－なども充実し

ている。 

当日の上映時間割り(時間的には厳守の予定です) 

13 時 00 分  開場 

13 時 20 分~14 時 00 分 「炭鉱遺跡 羽幌炭砿」 

14 時 00 分~15 時 00 分 「黒いダイヤが築いた街～羽幌炭砿 激動の 30 年～」 

15 時 00 分~15 時 20 分  休憩  

15 時 20 分~15 時 40 分 金丸哲也氏「羽幌や雄別は第４次石炭政策悪乗り閉山」 

15 時 40 分~ 16 時 00 分    竹村恒彦氏の「羽幌の石炭の販売体制」(予定) 

16 時 00 分~  17 時 00 分  「上映項目の感想・次回上映項目」研究会・事務局 から 

17 時 00 分~      解散・懇親会へ 

※ 時間は突然の変更もありますので一応ご了承下さい。 

 上記鉱山・炭鉱関連ビデオ等をお持ちの方で上映してもいいと思う方、また、ビデ 

オのリスト等がある方、借用できるところを御存知の方、各種問い合わせは下記のメ

ールにてご連絡をお願いします。なお、上映したビデオの貸し出し、ダヴィング等は

固くお断り致します。 

※ 各種問い合わせ等は下記のメールにてお願いします。 

  鉱山研究会(金属鉱山研究会改メ)・足尾研究会 

  橋本 康夫 (Yasuo Hashimoto) 
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  E メール y-hasshii@hkg.odn.ne.jp 

  http://www2.odn.ne.jp/ashio-kenkyukai/ 

 

 ４ 情報と文献紹介 
 

『思い出のイトムカ』の書評と日本水銀鉱業の終焉    金丸哲也 
 
北海道の野村鉱業（注 1）イトムカ鉱山の関係者により編集された文集・思い出の

イトムカを紹介させて頂きます。また合わせて日本の水銀鉱業の終焉についての短文

も掲載さて頂きます。 
●書籍紹介 
イトムカ水銀鉱山閉山 40 周年記念文集編集委員会編『思い出のイトムカ』、2008 年

12 月刊、頒布価格￥1,700。 
水銀鉱山の歴史に関する書籍は非常に少なく（水銀を原料とする朱や大仏の水銀ア

マルガマム鍍金の研究については数例存在している）、鉱山、鉱床についての研究は矢

島澄策（注 2）、による各種論文、鉱山現場担当者による業界専門誌等での各種発表論

文がある程度である。 
過去、水銀鉱山に関する書籍としてはかつて日本一の水銀生産者（注３）であった

野村鉱業の 35 年史、イトムカ鉱山の地元・北海道常呂郡留辺蕊町が平成 13 年に刊行

したイトムカ史が存在している。 
鉱山に関する若干の記述としては水銀生産者であった北進鉱業（注４）の十年史、

水銀鉱山の所在地である紋別市史（北海道）、留辺蕊町史（北海道）、菟田野町史（奈

良県）の各市・町史、伊勢水銀の産地であった三重県勢和町の水銀坑遺跡に関する調

査報告書などがある。 
その中で『野村鉱業 35 年史』はある事情通に聞いた話では産業史として資料価値

は高いものの、発行部数が数十部程度であり、同社の元役員などの極限られた関係者

に配布されたとのことである。同書は国立国会図書館等にもなく、一般の人間が目に

することは極めて難しいと考えられる（注５）。 
イトムカ史は留辺蕊町が作成したこともあり、北海道立図書館、北海道網走支庁の

各図書館などで閲覧可能。イトムカ史は鉱山史としては資料価値が極めて高いとの評

判である。 
さて『思い出のイトムカ』の刊行目的は鉱山閉山後４０年が経過し、当時を知る人

間が健在なうちにイトムカ鉱山の歴史を子孫に残そうとの願いから始められた。当初

は元従業員の名簿、その後は北海道新聞上での元従業員、元住民など関係者への呼び
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かけから始められたという。本書は呼びかけで集まった原稿を編集する形で刊行され

ている。 
個人的に印象が深い事例としては 

・ 開発当初の露天掘では自然水銀が雫の状態で取れたこと。 
・ 露天堀跡の水銀濃度が高く、水処理に苦慮していたこと。 
・ 自然水銀の大鉱脈に着脈した時は自然水銀が水のように噴出すること。 
・ 鉱さいダムが決壊し、山元を流れる無加川へ鉱さいが流失する事故が発生したこ

と。 
事故発生後は無加川下流で魚が浮き、同川を上水道の水源としている北見市では 3
日間給水停止となった（今同じことが起こると会社の存廃問題になると考えられ

る）。 
・ 歴史的にはイトムカ鉱山の閉山は 1973 年とされているが、元従業員、元住民の一

般的な認識としては大合理化をおこなった 1970 年が事実上の閉山と考えている

こと。 
・ 1970 年の全員解雇後、30 数名を再雇用し、月産 2ｔの生産規模で採掘・製錬を 3

年間継続したが操業の維持に大変苦労したこと。 
・ この鉱山特有の職業病であった金属水銀中毒症（注６）のこと。 

金属水銀中毒の治療については、今後日本で金属水銀中毒患者が発生する可能性

はほぼないと考えられるので医学的にも貴重な証言ではないかと考えられる。 
・今でも無加川上流域の水銀濃度は閉山後 35 年を経過しても周囲の自然界に比べ高

い状態が続いている（無加川の魚類については 1980 年代前半に安全宣言が出され

ている）。 
本書の入手方法 
北海道札幌市にあるイトムカ水銀鉱山閉山 40 周年記念文集編集委員会事務局に依

頼すると入手は可能である。同会事務局の連絡先については鉱山研究会運営委員会ま

で。500 部しか作成しておらず、入手希望の方は早めに申し込む必要あり。 
＊その後の地元新聞の続報では好評につき多数の申し込みがあり、残部は多くないと

思われる。 
水銀鉱山の歴史を知るには貴重な 1 冊であると思われる。 

（注 1）現在は鉱山業から旧水銀製錬設備を活用した含水銀廃棄物処理業者となり、

社名も野村興産株式会社となる。同社は日本で唯一の含水銀廃棄物処理会社として社

会的評価が高い。水銀の生産者は現在の日本では同社のみ。社名の由来は野村證券、

旧大和銀行（現・りそな銀行）同様に創業者は大阪商人の野村徳七が創立したことに

よる。現在も野村興産の生産する水銀の容器（フラスコ）には野村グル－プの商標で
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あるヤマトのマ－クがついている。 
（注 2）元野村鉱業役員、早稲田大学理工学部教授、水銀鉱床の研究では世界的にも

著名。 
（注 3）昭和 30～40 年代の主要な水銀生産者は野村鉱業と同社子会社のヤマト金属

（俗に言う大和水銀鉱山）、北進鉱業の 3 社であった。シエアとしては野村鉱業グル

－プが圧倒的な強さを持っていた。 
（注４）旧日本鉱業の子会社、水銀鉱山としては北海道紋別市に竜昇殿鉱山を所有。 
（注 5）事情通の話としては野村興産で何らか事情があり、社史を編纂したことを公

表していない。 
（注 6）金属水銀は水俣病の原因となった有機水銀と違い中毒症状を起こしても、治

療後の予後は良く、イトムカ鉱山の水銀中毒患者の場合は 2 週間程度温泉療法を行う

と回復するという。また中毒症状が慢性化することもない。鉱山閉山後の長期間の実

態調査では一般人と金属水銀に暴露された人間との寿命についての明確な有意差は見

られないとする調査報告がある。鉱山水銀中毒症は自然水銀が多いイトムカ鉱山での

発生例が特徴的で、辰砂（硫化水銀鉱）で産出される他の鉱山での発生例は皆無。 
●日本水銀鉱業の終焉について 
根本的な要因としては日本の水銀鉱山の閉山は公害問題によるソ－ダ業界の製法

転換（水銀電解→隔膜電解）による公害閉山であったと言える。ある意味で石油から

の回収硫黄に追われて、価格的に追随出来なくなった硫黄鉱山、円高で輸入炭とコス

ト面で競争出来なくなった国内炭などと同じく企業努力を超えた不可抗力閉山であっ

たと言える。 
１．終焉に至る原因 
具体的には 1973 年の第三次水俣病発生疑惑（注１）により主たる向け先であった

ソ－ダ業界が水銀電解法から水銀を使わない隔膜電解法への製法転換を業界として宣

言せざるを得ない状況となり、水銀鉱山とソ－ダメ－カ－各社との協議の結果（注 2）、
1974 年イトムカ閉山後も存続していた北進鉱業・竜昇殿鉱山、野村鉱業系の大和水銀

鉱山が相次いで閉山し、日本における水銀鉱山は消滅した。 
（注 1）それまでは水俣病（有機水銀中毒）はチッソ水俣、昭和電工鹿瀬など水銀触

媒を使うアセトアルデヒド系合成化学工場周辺の河川・海域に限定されると考えられ

た。無機水銀しか排出されない水銀鉱山周辺、水銀電解法によるソ－ダ工場の周辺は

有機水銀中毒である水俣病発生の可能性はないと考えられていた。 
1973 年、数箇所のソ－ダ工場周辺から水俣病擬似患者（最終的には水俣病とは認定さ

れず）が発生するに及び日本中が魚パニックとなる。 
（注２）具体的にはソ－ダ業界が保有する水銀在庫で隔膜電解法への製法転換まで必
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要な水銀は確保したと判断、ソ－ダ業界から水銀鉱山に水銀の調達中止を申し出る。 
ソ－ダ業界の申し出に対し鉱山側は今後需要が見込めないと判断、採掘及び輸入鉱石

からの製錬中止を決断した。 
2.水銀鉱山業者の業態転換 
水銀鉱山最大手であった野村鉱業は政府からの強い要請もあり、水銀製錬設備を活

用した含水銀廃棄物処理事業への事業転換を行った（注 1）。 
事業転換によりイトムカ完全閉山翌年の 1974 年から各地のソ－ダ工場で発生する

含水銀マットの水銀回収処理事業が開始された。この含水銀マット処理事業もソ－ダ

業界の水銀電解法廃止により 1980 年代前半に完了。 
以降、現在に至るまで乾電池、蛍光灯、水銀含有試薬等の含水銀廃棄物の処理事業

者として存続している。 
なお同社の子会社で大和水銀鉱山を経営していたヤマト金属は平成に入り親会社

の野村興産に吸収合併され、各種分析等の事業を営んでいる。 
上記、野村鉱業グル－プに次ぐ生産者であった北進鉱業は竜昇殿の閉山後は北海道後

志支庁の大江鉱山（鉛、亜鉛、マンガン）1 山 1 社の体制となったが 1984 年 9 月の

大江鉱山閉山後は事実上休眠会社となる。 
（注 1）イトムカ完全閉山時に政府から国内に 1 ヶ所水銀製錬設備を残したいという

打診が野村鉱業にあったという。 
３．水銀需要 
日本で水銀は使われなくなったと一般には思われているが圧力計、試薬などの需要

は年数十ｔ程度ではあるが国内需要は存在している（ソ－ダ業界が水銀電解法を採用

していた時代は千トン／年程度の国内需要があった）。 
国内唯一の生産業者である野村興産では海外水銀市況に連動させる形でイトムカ

事業所産の回収水銀を販売している。 
４．世界の水銀鉱山 
世界的にも環境問題への関心の高まりから水銀需要は減少傾向にあり、世界一の水

銀鉱山であったスペイン・アルマ－デン鉱山も 2001 年閉山する（注 1）。しかし発展

途上国を中心に水銀電解法によるソ－ダ製造は継続しており、世界的には一定の水銀

需要は現在もある。ここ数年の傾向としては世界最大の鉱山であったアルマ－デンの

閉山もあり、水銀価格は上昇傾向となっている。 
（注 1）アルマ－デン鉱山は街ごと鉱山の博物館のようになっている。その中には紀

元前からのものと思われる水銀製錬設備なども写真などで見る限り残っており、鉱山

遺跡としては世界遺産的価値があるのではないかと考える。 
５．こぼれ話 
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イトムカ鉱山の発見までは北海道、奈良県などの小規模鉱山を除き日本には水銀は

産出されないとされていた。イトムカ鉱山発見の報が世間に広まると、「日本に水銀は

出るはずはない」、「山師の創作したイカサマ話だ」、などと言われたとのことである（矢

島澄策著 水銀製錬による）。 
金、銀、銅、鉛、亜鉛等の貴金属・ベ－スメタル鉱山の歴史も意義深いが、ベ－ス

メタル以外の水銀、マンガン、アンチモン、クロ－ム、硫黄及び硫化鉱などの鉱山の

歴史もドラマ性があって楽しいものである。 
平成 21 年 3 月 29 日 

以上 

 


